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四條畷市では、育児休業を取得する職員の代替職員として、育児休業取得期間にかか

わらず、前もって任期 3 年程度の任期付職員を採用しています。採用試験は随時実施し

ており、任用開始も随時としています。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随時試験実施 

令和６年度四條畷市職員採用試験実施要項 

任期付職員（社会福祉士、保健師） 

給与などの勤務条件や、職務権限は正規職員と同じです 

☆正規職員との違いは？ 

・3 年程度の任期があります。ただし、当該職種全体の育児休業の取得状況や本人

の勤務成績により更新の可能性があります。 

・管理職登用など、役職がつくことはありません。（ただし定期昇給はあります） 

・育児休業の取得状況により年度内に部署移動する可能性があります。 
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1 募集職種について 

職  種 資  格 採用予定人数 

技術職 

（社会福祉士） 
社会福祉士の資格を有する人 1 人 

技術職 

（保健師） 
保健師資格を有する人 1 人 

※ 年齢要件はありません。 

※ 次のいずれか一つに該当する人は、応募できません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの人 

（２）四條畷市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い人 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定

する罪を犯し、刑に処せられた人 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した人 

（５）受験資格を満たしていない人 

※外国籍であることによる応募の制限はありません。ただし、「公権力の行使または公

の意思の形成に参画する公務員については、日本国籍を有する」という公務員の基

本原則に基づき、現状において日本国籍を有しない人については、従事できる業務

に制限があります。 

※採用予定人数は変更する場合があります。 
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２ 受験手続 

（１）お問い合わせ先 四條畷市総務部人事課 

    〒575‐8501 四條畷市中野本町 1 番 1 号  

電話 072‐877‐2121（内線 322～324） 

  0743‐71‐0330 

（２）受付期間及び提出書類 

 ※市ホームページの申込専用フォームからお申込みください。 

 受付期間 

  令和 6 年 4 月 24 日（水）から 

※定員に達し次第募集を終了します。 

・申込みには顔写真のデータが必要です。 

 ・入力内容に不備があった場合は受付できないことがありますので必ずご確認のうえ

申込みください。 

   

市ホームページ 
トップページから『新着情報』もしくは『募集情報』から「令和６年度任

期付短時間勤務職員募集（随時募集）」をご覧ください。 

（ＵＲＬ） 

 
https://logoform.jp/form/oZYA/547899 
 

 
スマートフォンからもお申込み可能です。 

（ＱＲコード） 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

※インターネット環境が無い等でホームページからお申込み出来ない場合は郵送でお

申込みください。 

------------------------------------------------------------------------------ 

提出書類 

ア．採用選考申込書（別添の様式 1） 

（ⅰ）写真の貼付 

…受験申込書の写真欄に写真 1 枚（申込前 3 ヶ月以内に撮影

した上半身、脱帽、正面向きで写っているもの）を必ず貼っ

てください。 

（ⅱ） 本市ホームページからダウンロードする場合は、必ず両面印

刷してください。 

イ．職務経験報告書（別添の様式 2） 

…1 枚で記載できない場合は、用紙を印刷して全ての職歴を記

載して提出してください。 
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ウ．資格証明書の写し 

受付期間 
令和７年２月２８日まで 

（定員に達し次第終了） 

提出方法 

提出書類を必ず簡易書留で郵送してください。 

角型 2 号（Ａ４サイズ）の封筒に受験申込書を折り曲げずに入れ、

封筒の裏側には、“受験申込書在中”と朱書きしてください。 

（３）受験手続上の注意 

① 申込いただいた記載事項等に不備があるときは受付できません。この場合、再度

入力もしくは提出書類をお返しし、改めて提出していただくことになります。 

③ 採用選考に関する提出書類は一切お返ししません。提出書類は採用選考終了後、

責任をもって適正に処分いたします 

 

３ 登録申込みから採用までのながれ 

 

申込み 

 

（令和６年４月 24 日から） 

 

 

  

申込受付後、お電話にて面接日時の調整をさせていただきます 

 

 

 

 

面接試験の実施 

 

 

 

 

選考試験の実施 

                  

 

 

 

採用 

                    

  （面接試験に合格となりましたら、任用開始日を別途調整させていただきます） 
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４ 任期について 

任用開始日から令和９年３月３１日まで 

※任用期間は本人の同意を得て延長する場合があります。 

 

５ 勤務条件について 

育児休業代替任期付職員は、任期が定められている以外、勤務条件（給与、勤務時

間、休暇、服務、災害補償等）について、原則として一般の職員と同様の扱いとなり

ます。 

※ 育児休業及び育児短時間勤務制度を利用することはできません。 

（１）給与等 

【初任給】 

令和６年 4 月現在の初任給の給与月額（地域手当を含む）は、次表のとおりです。 

大学卒 214,544 円 短大卒 198,538 円 高校卒 186,666 円 

※ 初任給は、経歴その他一定の条件により加算があります。 

※ このほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当が

それぞれの条件に応じて支給されます。 

※ ただし、社会情勢により給与制度が改定され、金額などが変更されることがあ

ります。 

 

（例）民間企業等で同職種の従事経験がある場合の年齢別年収 

30 歳：約 360 万円  40 歳：約 450 万円  50 歳：約 500 万円 

※前歴の有無によって年収が変わる場合があります。 

※任用開始後初回の賞与は期間により按分されます。 

 

（２）休暇 

年次有給休暇あり 

（特別休暇（結婚休暇など）は本市の休暇規定による。） 

 

（３）勤務時間 

原則として、午前８時４５分から午後５時１５分まで（休憩４５分間）。 

ただし、職種や勤務場所などにより異なる場合があります。 

 

（４）社会保険 

大阪府市町村職員共済組合に加入 

 

（４）その他 

福利厚生制度あり 
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四條畷市役所の案内図 

※ ＪＲ学研都市線四条畷駅から 

京阪バス大和田駅行き、又は国道中野経由イオンモール四條畷行きで、四條畷市役所下車 

 

※ 京阪電車大和田駅から 

京阪バス四条畷駅行き、又は清滝団地行きで四條畷市役所下車 

 

 

＊＊お問い合わせ先＊＊ 

四條畷市役所 総務部人事課 

TEL  ０７２－８７７－２１２１ 

０７４３ー７１－０３３０ （内線３２２～３２４） 

Ｎ 

 ＪＲ 
四條畷市役所  学研都市線 
   本館 東別館 

 市民総合 
  体育館 

四條畷 
 西中学校 

  ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 

国道１６３号 

蔀屋交差点 西中野 ﾚｽﾄﾗﾝ 京阪バス 東中野 
 交差点 四條畷市役所  交差点 バス停 

至寝屋川 
至忍ヶ丘駅 

至 
奈 
良 

  至 
大 
阪 

至大東 
至四条畷駅 

外 
環 
状 
線 

至大東 


